
第１１期　和光市分別収集計画の変更点について

【変更前】 【変更後】

単位（ｔ／年） 単位（ｔ／年）

0 186 0 187 0 187 0 188 0 188 0 186 187 0 187 0 188 0 188 0

120 0 121 0 121 0 122 0 122 0 120 0 121 0 121 0 122 0 122 0

205 0 205 0 206 0 207 0 207 0 205 0 205 0 206 0 207 0 207 0

151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153

512 0 514 0 515 0 516 0 518 0 512 0 514 0 515 0 516 0 518 0

71 0 71 0 72 0 72 0 72 0 71 0 71 0 72 0 72 0 72 0

Ｒ８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 R12年度

アルミ製の容器 114 114 115 115 115

スチール製の容器 58 58 58 59 59

茶色の
ガラス製容器

120 121 121 122 122

無色の
ガラス製容器

186 187 187 188 188

紙パック
（アルミ使用を除く
飲食用紙容器）

4 4 4 4 4

その他の
ガラス製容器

205 205 206 207 207

その他の
紙製容器包装

0 0 0 0 0

段ボール製の容器 727 729 731 733 735

512 514 515 516 518

PET製の容器
（ペットボトル）

(飲料又は醤油等用）

302 304 304 306 306

Ｒ８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度

アルミ製の容器 114 114 115

0

製品プラスチック
71 71 72 72 72

白色
トレイ

0 0 0 0

その他のプラスチック製
容器包装

115 115

無色の
ガラス製容器

186 187 187 188 188

R12年度

スチール製の容器 58 58 58 59 59

その他の
ガラス製容器

205 205 206 207 207

茶色の
ガラス製容器

120 121 121 122 122

段ボール製の容器 727 729 731 733 735

紙パック
（アルミ使用を除く
飲食用紙容器）

4 4 4 4 4

304 306 306

その他の
紙製容器包装

0 0 0 0 0

●変更箇所 ： 項目８　各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物
の量及び製品プラスチックの量の見込み（法第８条第２項第４号）

●変更内容：令和９年度より、無色のガラス製容器の処理ルートを「市の独自処理」から「公益財団法人容器包装リサイクル協会へ引渡」に変更。

0

製品プラスチック
71 71 72 72 72

白色
トレイ

0 0 0 0

その他のプラスチック製
容器包装

512 514 515 516 518

PET製の容器
（ペットボトル）

(飲料又は醤油等用）

302 304


